
提供して

いた

57%

提供して

いない

43%

令和元年実施 

宅地建物取引業者向け研修後アンケートの集計結果 

 実施日 回収数 研修参加者 回収率 

全日本不動産協会 R1.11.15（栗東） 149 234 人 約 63.7% 

全日本不動産協会 

Q1 本日の研修を受ける前に、宅地建物取引時の水害リスク情報提供の努力義務を知っていましたか 

７割が努力義務を知っていた（ある程度も含め） 

Q2 本日の研修を受ける前に、宅地建物取引時に水害リスク情報を相手方(お客様)に提供していました

か 

約６割がこれまでも提供していた 

Q3 本日の研修を受けて、これからは水害リスク情報を相手方に提供しようと思いましたか 

リスクを提供していない事業者も研修を受け全員がこれからは提供しようと思った 
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Q4  本日の研修を受けて、水害リスク情報の提供方法がわかりましたか 

研修を受け、ほぼ全員が水害リスクの提供方法がわかった（ある程度を含む） 

Q5 水害リスク情報と宅地建物取引について、ご意見・困ったこと等があれば自由にご記入く

ださい。（抜粋） 

業者が情報を得るための努力を怠らない事を前提として、一般のお客様にもより情報が得や

すいようになると良いかと思いました。 

県防災の HP から印刷した際に何を印刷したのか（1/10 年、1/100 年、1/200 年等）が印刷

した資料に表示されないので表示されるようにしてほしい。 

良いタイミングで説明して下さってよかったです。 

防災マップの提供をしているが、地先の安全度マップについては初めて知りました。 

マップの種類がいくつかありややこしい。出来れば１つに統一してもらいたい。 

実際どのようにお客様に情報提供すればよいかとても分かりやすく説明してくださり助かり

ました。 

知らないこともあったので勉強になりました。ありがとうございます。 

浸水警戒区域に指定されている 2か所の重要事項説明は具体的にどう説明するのか知りたか

った。 

物件をポイントした後に全てのリスクマップが一度に印刷できるようにしてほしい。 

画面の更新期間が長いためリアルタイムではない。 
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